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環  境  方  針 

 

１ 基本理念 

 私たちは，環境と共生するまちづくりを実現するため，手賀沼をはじめとする水とみどりの豊

かな柏の環境を保全・創造するとともに，ライフスタイルや社会経済活動の変革により，大量生

産・大量消費・大量廃棄型社会から脱却し，市民・事業者・市がそれぞれの責任のもとに，将来

の世代が安心して潤いある暮らしを営めるまち，環境に対する満足度の高いコミュニティを構築

することが，今を生きる我々に課せられた大きな使命であり，義務であると認識しています。 

 また，地球規模の環境に視野を広げると，特に温暖化による気候変動が進み, 私たちが暮らす

地域からの対策が求められ,本市では平成１９年３月に「柏市地球温暖化対策条例」を制定し，

この喫緊の課題に対処していくことを決意表明しており，その着実な推進は至上命題であります。 

私は，市民が安全で安心して暮らせる持続可能な環境にやさしいまちづくりを進めるため，柏

市環境マネジメントシステム（ＫＥＭＳ）を導入し，大規模事業者である本市自らが率先して業

務の効率化に取り組み，市民，事業者との協働を基調として，環境負荷の低減に必要な施策を推

進してまいります。 

 

２ 基本方針 

 柏市は基本理念に基づく社会の実現に向け，市民の環境ニーズを的確に把握し，これに応える

ため，次に掲げる項目に取り組みます。なお，全項目に共通して，市民・事業者等と協働，国・

県や近隣自治体等と協力・連携し，環境情報の発信や環境学習を推進します。 

(1) 自然環境 

多様な生物が生息できる環境を目指し，豊かで魅力ある自然環境の保全に努めます。 

(2) 生活環境 

安全で健康に暮らせる生活環境を目指し，また環境負荷の少ない循環型社会の形成に努め

ます。 

(3) 快適環境 

景観や環境資源に親しみ，快適で魅力あふれる住環境の形成に努めます。 

(4) 地球環境 

地球温暖化対策を進め，持続可能な低炭素・気候変動適応社会の構築に努めます。 

私は，この環境方針を全職員に周知するとともに，本市での環境活動に関する説明責任を果た

すため，環境情報を広く公表します。 

 

平成２８年３月３１日 

                     柏市長  秋 山 浩 保 
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第１章 策定の目的 

 

柏市は行政機関であるとともに，市内の大規模事業所であり，大量消費者として，総合的な環

境に配慮した活動に努める立場にあります。その責任を果たすとともに，行政が率先して継続的

な環境保全と創造に取り組むため，平成１３年３月に環境マネジメントシステムの国際規格であ

るＩＳＯ１４００１の認証を市役所本庁舎対象に取得し，環境負荷低減に取り組んできました。 

こうした取組を効果的に進めるにあたって，継続的改善の仕組みを有する環境マネジメントシ

ステムは有効な手段であり，ＩＳＯ認証取得以降，７年間で培った経験を生かし，より一層の環

境負荷低減社会を目指して，新たな環境マネジメントシステムＫＥＭＳ（柏市環境管理システ

ム）を平成２０年４月より導入することにしました。 

ＫＥＭＳは，柏市環境基本計画をはじめとした環境配慮施策に係る事業の継続的改善が的確に

実施されるよう，市が保有する全ての施設を対象とし，事務事業に伴う環境負荷の低減，法令遵

守にかかる説明責任及び市民・事業者への環境行動を促すことを目的に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２章 適用範囲及び組織等 

 

ＫＥＭＳを維持し，継続的に改善するために，適用の範囲及びシステムの対象組織等を定

める。 

 

１ 適用範囲 

  (1) 施設の範囲 

 市が保有する全ての施設（指定管理者が管理運営する施設を含む）の管理・使用に伴う

環境負荷等について適用する。 

  (2) 市の事務事業 

 市職員が実施する事務事業に伴う環境負荷等について適用する。 

  (3) 第３者への対応 

 市保有施設に常駐している業者及び各種団体に対し，本システムへの協力を要請する。 

 

２ システムの対象組織 

次に掲げる柏市の事務部局及び東葛中部地区総合開発事務組合の組織を本システムの対象

とする。 

 (1) 市長部局（保健福祉総務課医療公社含む） 

 (2) 議会事務局 

 (3) 選挙管理委員会事務局 

 (4) 監査事務局 

 (5) 農業委員会事務局 

 (6) 教育委員会事務局 

 (7) 消防局及び消防署 

 (8) 水道部 

 (9) 東葛中部地区総合開発事務組合 

 

３ 環境管理組織等 

環境管理組織及び推進組織における組織項目，あて職及び役割は，下表のとおりとする。 

 (1) 環境管理組織 

 

組織項目 あて職等 役割 

環境管理総括者 市長 １環境方針の策定 

２内部環境監査員の任命 

３外部環境監査員の選任 

４システムの見直し 

環境管理副総括者 副市長 １総括者の補佐及びその職務の代理 



 

 

 

 

  (2) 推進組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織項目 あて職等 役割 

環境管理責任者 環境部長 １システムの運用管理 

２環境管理総括者へのシステム見直しに必要な管理

情報の提供 

地球温暖化対策推進本部 本部長：副市長 

副本部長：環境部長 

１第二期柏市地球温暖化対策計画の推進・検証 

２柏市エコアクションプランの推進・検証 

３柏市公共施設等低炭素化指針の推進・検証 

地球温暖化対策推進本部

構成員 

１副市長 ２環境部長 ３総務部長 ４企画部長 ５財政部長 ６地域づくり推進部長 

７市民生活部長 ８保健福祉部長 ９保健所長 １０こども部長 １１経済産業部長 

１２都市部長 １３土木部長 １４水道事業管理者 １５生涯学習部長 １６学校教育

部長 １７消防局長 １８企画部理事 １９保健福祉部理事 ２０都市部理事 ２１土

木部理事 ２２学校教育部理事    

内部環境監査委員会 主席内部環境監査員：環境政策課長 

内部環境監査員：環境政策課職員 

１システムの適切な運用及び効果的な機能の確認 

２内部環境監査結果の監査対象部局長及び環境管理

総括者への報告 

外部環境監査委員会 主席外部環境監査員：メンバーの互

選 

外部環境監査員：環境審議会委員な

ど市長から選任された者 

１システムの有効性の検証 

２外部環境監査結果の環境管理総括者への報告 

 

環境管理事務局 事務局長：環境政策課長 

事務局：環境政策課 

１システム運用管理に関する環境管理責任者の補佐 

２システムの調査・検討等 

組織項目 あて職等 役割 

環境管理部門 全部署が対象 １システムを推進する部門 

環境管理部門長 １各部長 ２議会事務局長  

３行政委員会事務局長 

４会計課長 ５水道部各課長 

６柏市医療公社の理事 

１実行部門内におけるシステムの運用管理 

２システムに関する事務事業の実施 

環境管理推進リーダー 所属長 １進捗管理する事務事業の目的設定 

２実績の報告及び改善策の策定 

環境管理推進員 所属長が指名する職員 

学校においては教頭 

１当該所属でのシステムの運用管理 



 

(3) 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境管理組織 

環境管理総括者 
（市 長） 

環境管理副総括者 
（副 市 長） 

外部環境監査委員会 
主席外部環境監査員：
互選，外部環境監査
員：市長の選任 

内部環境監査委員会 
主席内部環境監査員：
環境政策課長，内部環
境監査員：環境政策課
員 

環境管理責任者 
（環境部長） 

環境管理事務局 
（環境政策課） 

環境推進組織 

環境管理部門 
（関係所属長） 

環境管理推進リーダー 
（所属長） 

環境管理推進員 
（所属長が指名する職員，教頭） 

職 員 

事務事業の登録
及び目標の提示 

実績の報告及び
改善策の策定 

地球温暖化対策推進本部 
本部長：副市長，副本部長：

環境部長，総務部長，企画部

長，財政部長，地域づくり推

進部長，市民生活部長，保健

福祉部長，保健所長，こども

部長，経済産業部長，都市部

長，土木部長，水道事業管理

者，生涯学習部長，学校教育

部長，消防局長，企画部理

事，保健福祉部理事，都市部

理事，土木部理事，学校教育

部理事 



 

４ 適用範囲及び環境管理組織要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，本市の環境負荷低減等に取り組み，ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）を

維持し，継続的に改善するための適用範囲及び環境管理組織に関し，必要な事項を定める。 

（適用範囲） 

第２条 施設の範囲 

 市が保有する全ての施設（指定管理者が管理運営する施設を含む）の管理・使用に伴う環境負

荷等について適用する。 

２ 市の事務事業 

 市職員が実施する事務事業に伴う環境負荷等について適用する。 

３ 第３者への対応 

 市保有施設に常駐している業者及び各種団体に対し，本システムへの協力を要請する。 

（システムの対象組織） 

第３条 システムの対象部署は，次に掲げる柏市の事務部局及び東葛中部地区総合開発事務組合

の組織とする。 

(1) 市長部局（保健福祉課医療公社含む） 

(2) 議会事務局 

(3) 選挙管理委員会事務局 

(4) 監査事務局 

(5) 農業委員会事務局 

(6) 教育委員会事務局 

(7) 消防局及び消防署 

 (8) 水道部 

(9) 東葛中部地区総合開発事務組合 

（環境管理組織） 

第４条 環境管理組織は，次に掲げる者及び組織で構成する。 

(1) 環境管理総括者 

(2) 環境管理副総括者 

(3) 環境管理責任者 

(4) 地球温暖化対策推進本部 

(5) 内部環境監査委員会 

(6) 外部環境監査委員会 

(7) 環境管理事務局 

 (8) 環境管理部門 

 (9) 環境管理部門長 

(10) 環境管理推進リーダー 

(11) 環境管理推進員 

 



 

２ 環境管理総括者 

 (1) 環境管理総括者（以下「総括者」）は，システムの総責任者として，次に掲げる業務を行

う。   

ア 環境方針を策定すること。 

イ １年に１回以上，システムの見直しを行うこと。 

  ウ 内部環境監査員を任命すること。 

  エ 外部環境監査員を選任すること。 

  オ システムを確立，実施，維持及び管理するために，必要な人的，物的及び財政的資源を

確保すること。 

 (2) 環境管理総括者は，市長をもって充てる。 

３ 環境管理副総括者 

 (1) 環境管理副総括者（以下「副総括者」）は，総括者を補佐し，総括者に事故あるとき又は

総括者が欠けたときにその職務を代理する。 

 (2) 副総括者は，副市長をもって充てる。 

４ 環境管理責任者 

 (1) 環境管理責任者は，システムの運用責任者として，次に掲げる業務を行う。 

ア 環境負荷低減等の取組を継続的に改善するためのシステムを確立，実施，維持及び管理

すること。 

イ 進捗管理する事務事業及び法的要求事項等を登録すること。 

ウ 進捗管理する事務事業の目標設定を環境管理推進リーダー等に指示すること。 

エ 研修における年間計画を策定すること。 

オ 進捗管理する事務事業の進捗状況及び法的要求事項の遵守状況を評価すること。 

カ 進捗管理する事務事業及び法的要求事項等の未達成について，改善策を確認すること。 

キ その他システムの確立，実施，維持及び管理に関し，必要な業務を行う。 

 (2) 環境管理責任者は，環境部長をもって充てる。 

５ 地球温暖化対策推進本部 

 (1) 第二期柏市地球温暖化対策計画の推進，柏市エコアクションプラン及び柏市公共施設等低

炭素化指針の目標達成を図るため，柏市地球温暖化対策推進本部（以下「本部」という）を

設置する。 

 (2) 本部は，次に掲げる職にある者をもって構成する。 

  ア 副市長  （本部長） 

イ 環境部長 （副本部長） 

ウ 総務部長 

エ 企画部長 

オ 財政部長 

カ 地域づくり推進部長 

キ 市民生活部長 

ク 保健福祉部長 

ケ 保健所長 



 

コ こども部長 

サ 経済産業部長 

シ 都市部長 

ス 土木部長 

セ 水道事業管理者 

ソ 生涯学習部長 

タ 学校教育部長 

チ 消防局長 

ツ 企画部理事 

テ 保健福祉部理事 

ト 都市部理事 

ナ 土木部理事 

ニ 学校教育部理事 

 (3) 本部に本部長，副本部長，事務局統括長を置き，本部長は副市長，副本部長は環境部長，

事務局統括長は環境部長をもって充てる。 

 (4) 本部会議において審議する事項は，次のとおりとする。 

ア 第二期柏市地球温暖化対策計画の推進・検証 

イ 柏市エコアクションプランの推進・検証 

ウ 柏市公共施設等低炭素化指針の推進・検証 

エ 市内で行われる一定規模以上の開発，建築に係るＣＯ２削減に関すること。 

オ 職場表彰審査に関すること。 

カ その他必要な事項。 

 (5) 本部会議は，必要の都度開催するものとし，本部長が召集する。 

 (6) 本部会議の事務局は環境部環境政策課が務め、その議事内容を記録（様式第１号）する。 

６ 内部環境監査委員会 

 (1) システムが，適切に運用され，かつ効果的に機能していることを確認するため，内部環境

監査委員会を設置する。 

 (2) 内部環境監査委員会は，主席内部環境監査員及び内部環境監査員をもって組織する。 

 (3) 主席内部環境監査員は，環境政策課長をもって充てる。 

 (4) 内部環境監査委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

７ 外部環境監査委員会 

 (1) システムの有効性について外部の評価を受けるため，外部環境監査委員会を設置する。 

 (2) 外部環境監査員は，環境審議会委員，環境関連団体に属する市民，環境活動を先進的に取

り組む企業の環境部門担当者，学識経験者，各種環境認証審査人などから毎年度市長が選任

する。 

(3) 主席外部環境監査員は，外部環境監査員の互選により決定する。 

 (4) 外部環境監査委員会に関する必要な事項は，別に定める。 

８ 環境管理事務局 

 (1) システムを確立，実施，維持及び管理するための環境管理事務局を置く。 



 

 (2) 環境管理事務局は，環境管理責任者の指示により，必要な調査及び検討等を行う。 

 (3) 環境管理事務局長は，環境政策課長をもって充てる。 

 (4) 環境管理事務局の庶務は，環境政策課で処理する。 

９ 環境管理部門 

 (1) 第３条に掲げる組織をそれぞれの管理部門とする。 

 (2) それぞれの管理部門には，次に掲げる者を置く。 

ア 環境管理部門長 

イ 環境管理推進リーダー 

ウ 環境管理推進員 

１０ 環境管理部門長 

 (1) 環境管理部門長は，各部長，議会事務局長，各行政委員会事務局の長，会計課長，水道部

の各課長，消防局長，柏市医療公社の理事長をもって充てる。 

 (2) 環境管理部門長は，責任者として管理部門におけるシステムを確立及び実施すること。 

１１ 環境管理推進リーダー 

 (1) 環境管理推進リーダーは，各所属長の環境保全等の活動を推進するため，次に掲げる業務

を行う。 

ア 進捗管理する事務事業（エコアクションプランを除く）における目標を設定すること。 

イ 進捗管理する事務事業における実績の報告及び改善策の策定を行うこと。 

 (2) 環境管理推進リーダーは，各課長等をもって充てる。 

１２ 環境管理推進員 

 (1) 環境管理推進リーダーを補佐するため，環境管理推進員を置く。 

(2) 環境管理推進員は，各所属長等が指名する。 

 



 

第３章 ＫＥＭＳ事務事業 

 

１ 事務事業の登録 

ＫＥＭＳ事務事業とは，柏市環境基本計画（第三期），第二期柏市地球温暖化対策計画やそ

れらに係る各種関連計画における環境の保全及び創造に関する事業であって，ＫＥＭＳにより

進捗を管理する事業をいう。（以下，当該事業を登録事業という。） 

事業の登録にあたっては，環境管理事務局が「ＫＥＭＳ事務事業一覧表」（様式第２号）を

関係部署に示した後に，各部署の判断に基づき「ＫＥＭＳ事務事業変更表」（様式第３号）に

より，事業を追加及び変更する。 

 

２ 登録事業及びその目標の設定 

柏市環境基本計画（第三期）及び第二期柏市地球温暖化対策計画をはじめとする各種関連計

画に基づく登録事業については，担当部署で環境管理推進リーダーが「ＫＥＭＳ事務事業一

覧」（様式第２号）により，目標（指標及び目標値）を設定する。 

目標値は，客観的に達成，未達成を判断できるように定量化した表現で設定する。定量化で

きない場合は，それ以外の表現により設定する。また，設定期間は年度単位とする。複数年度

にまたがる目標が掲げられている事業であっても，その目標を年度単位に区切ったうえで設定

する。 

 

３ 目標の決定 

環境管理責任者は，各部署が設定した登録事業及び目標（指標及び目標値）を精査したうえ

で決定する。 

 

４ 実績の報告 

環境管理推進リーダーは環境管理責任者の指示に従い，登録事業の実績を環境管理事務局に

報告（様式第２号）する。 

 

５ 改善策の報告 

環境管理推進リーダーは環境管理責任者の指示に従い，目標値未達成の登録事業の未達事由，

改善策等を「ＫＥＭＳ事務事業目標値未達事由報告書」（様式第４号）により，環境管理責任

者に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４章 柏市エコアクションプラン（全部署共通の取組） 

 

 全部署が共通して取り組む柏市エコアクションプランの着実な実行を目指し，ＫＥＭＳによる

進捗管理を図る。 

 本市では，公共施設から排出される温室効果ガスを削減する為，平成１２年度以降，全ての職

員が取り組むべき省エネ行動（ソフト面），高効率機器の積極的な導入策（ハード面）等の規範

として「柏市エコアクションプラン」を実践してきた。 

 さらに，本市では東日本震災以降の国のエネルギー政策転換等の事情を鑑み，平成１９年度に

策定された「柏市地球温暖化対策計画」を見直し，平成２５年度に「第二期柏市地球温暖化対策

計画」を策定した。また，柏市エコアクションプランについても，同計画の策定に伴い改訂を行

った。 

 

１ 目的 

本市は行政機関であるとともに，市内の大事業所として，地球環境に配慮した活動に努め

る必要があるため，全職員自らが率先し温室効果ガスの排出抑制に取り組むことにより，地

球温暖化対策を推進する。 

 

２ 期間 

平成２６年度～平成３２年度(７年間) 

 

３ 対象 

柏市及び東葛中部地区総合開発事務組合の全ての施設と組織（新設施設を含む） 

 

４ 目標 

温室効果ガス排出量（ＣＯ２量）１５％以上削減 

（平成２４年度実績値を基準として，平成３２年度までに１５％以上の削減） 

※前計画期間の基準年である平成１９年度実績値を基準とした場合，約３０％の削減 

※施設分類毎の削減目標は１３頁の表を参照。 

 

５ 温室効果ガス排出量の集計及び報告 

 (1) 環境管理推進員は，所管施設等における電気，燃料等における使用量，公用車の走行

距離を把握する。 

(2) 環境管理推進リーダーは，年１回，環境管理責任者の指示に従い，所管施設等の実績

値を「柏市エコアクションプラン実態調査表」（様式第５号）により環境管理事務局へ報

告する。 

(3) 前年度調査に比して温室効果ガス排出量の増加が見られた部署については、加えて温

室効果ガス排出量の増加理由と是正措置を報告する。 



 

６ 計画期間中における対策 

省エネルギー対策による省ＣＯ２化の取組は以下のとおり。 

 

 
１ 常時行う省エネルギー行動 

 (1) 設備更新・建物の新築・改修による省ＣＯ２化 

  ア 柏市公共施設等低炭素化指針の着実な実行 

  イ 再生可能エネルギーの導入 

 (2) 公用車の省ＣＯ２化 

ア 環境にやさしい低燃費の自動車の導入 

 (ｱ) ハイブリッド自動車 

 (ｲ) 電気自動車 

 (ｳ) プラグインハイブリッド自動車 

 (ｴ) クリーンディーゼル自動車 

 (ｵ) 低燃費かつ低排出ガス軽自動車への転換 

イ エコドライブの実践 

 (3) 徒歩，自転車，公共交通機関利用通勤の推奨 

 (4) 出張時の公共交通機関の使用 

 (5) 冷暖房の効率的な使用 

  ア 断熱窓の設置(柏市公共施設等低炭素化指針の着実な実行) 

イ 冷暖房の温度は冷房時２８℃，暖房時２０℃に設定 

 (6) 照明機器の適正管理 

  ア ＬＥＤ照明へ転換(柏市公共施設等低炭素化指針の着実な実行) 

  イ 昼休みの室内の消灯 

  ウ 残業時の不要箇所の消灯   

  エ 定期的な照明器具の清掃 

オ ノー残業デーの実施 

 (7) エレベーターの使用抑制 

   １～２階の移動時のエレベーター使用抑制 

 (8) 節水の徹底 

 (9) ＯＡ機器等の適正管理 

  ア 不使用時の電源ＯＦＦの徹底  

  イ 退庁時にコンセントを抜く 

 (10) コピー用紙の使用の抑制 

  ア 必要以上のプリントの禁止  

  イ 裏紙の活用 

 (11) 事務用品の使用 

   繰り返し使用できる事務用品の活用 

 (12) グリーン購入の推進 

   「柏市グリーン購入調達方針」に基づいた物品購入や環境配慮 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13) ３Ｒの活動 

  ア リデュース（資源消費を減らす）⇒過剰包装を断る 

  イ リユース（再利用する）⇒不要な紙はメモ用紙として使う 

  ウ リサイクル（再生利用する）⇒古紙，古布は資源回収に出す 

 (14) 環境保全活動への参加 

   職場内外の環境保全活動への積極的な参加 

 (15) ごみ削減意識の向上 

   マイ箸の使用 

 (16) 環境に配慮した電力契約 

２ 電気使用ピーク時(夏季(７月～９月），冬季(１２月～２月)に行う省エネルギー行動 

 (1) ヒートアイランド対策の実施 

  ア カーテン，ブラインドの使用による冷暖房負荷の軽減 

  イ 緑のカーテンの設置による冷房負荷の軽減 

 (2) クールビズ，ウォームビズの導入 

   夏は軽装，冬はプラス１枚で，服装による暑さ，寒さの調整 



 

 



 

第５章 法的要求事項の遵守 

 

１ 法的要求事項の遵守 

本市は事業者として，法令遵守にかかる社会的責任について説明責任を果たす必要がある。

そのため，本市では法的要求事項として環境汚染防止及び環境保全に関する法律，条例を 

遵守する。 

２ 管理対象 

法令等名称 規制を受ける事務事業 

地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法） 温室効果ガスの排出抑制 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法） エネルギーの利用 

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 家電リサイクル製品の処理 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 廃棄物の発生 

電気事業法 ばい煙の発生 

大気汚染防止法 
ばい煙の発生 

石綿の使用 

騒音規制法 騒音の発生 

振動規制法 振動の発生 

下水道法 
汚水の排水 

廃棄物（汚泥）の処理 

浄化槽法 汚水の排水 

水質汚濁防止法 有害物質関係 

火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針 火葬場からの排気 

ダイオキシン類対策特別措置法 ばい煙の発生 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

(フロン排出抑制法) 

業務用冷凍空調機器の管理 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

に関する法律 

化学物質関係 

毒物及び劇物取締法 毒物及び劇物の保管・処理 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

廃棄物の処理 

廃酸等特別管理廃棄物の保管・処理 

廃油の処理 

産業廃棄物の処理 

水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯

等）の処理 

建設リサイクル法 建設副産物の発生 

ＰＣＢ特別措置法※ ＰＣＢの保管 



 

消防法 危険物貯蔵所，地下タンクの管理 

千葉県窒素酸化物対策指導要綱 ばい煙の発生 

千葉県環境保全条例 
自動車排出ガスの発生 

揚水の規制 

柏市環境保全条例 

揚水の規制 

ばい煙の発生 

騒音の発生 

振動の発生 

柏市地球温暖化対策条例 温室効果ガスの排出抑制 

柏市廃棄物処理清掃条例 廃棄物の発生 

柏市下水道条例 汚水の排水 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 

（小型家電リサイクル法）※２ 

小型家電の再資源化 

 ※ 処分期限は平成３４年（２０２２年）３月３１日（東京エリア）。 

 

３ 法的要求事項登録表の作成及び管理 

  (1) 環境管理事務局は，法的要求事項とその適用を受ける事務事業を取りまとめた「法的要

求事項登録表」（様式第６号）を作成する。 

  (2) 環境管理推進リーダーは，法的要求事項となる環境法令等の制定，改正及び廃止があり，

法的要求事項登録表における掲載内容の追加，削除又は変更の必要が生じた場合には，速

やかに「法的要求事項変更表」（様式第７号）を環境管理事務局に提出する。 

  (3) 環境管理事務局は，担当部署からの報告のほか，法的要求事項に関する情報を収集して，

法的要求事項の登録内容の見直しを行う。 

 

 ４ 法的要求事項の遵守状況の確認 

  (1) 法的要求事項により規制を受ける事務事業を所管する環境管理推進リーダーは，法規制

等の遵守状況について点検及び評価し，「法的要求事項登録表」（様式第６号）により環境

管理責任者に報告（様式第６号）する。 

  (2) 法的要求事項の遵守結果に違反，事故があった場合，環境管理推進リーダーは，適切な

改善処置を実施して，違反等の内容，原因，改善の処置等について，「法令等の違反事故

改善報告書」（様式第８号）により環境管理部門長に報告（様式第８号）する。 

  (3) 環境管理推進リーダーは，上記(2)の改善処置の実施後に，その効果の確認を行い，環

境管理部門長に報告する。（様式第８号） 

  (4) 環境管理部門長は，上記(3)で報告をされた効果が十分であると判断した場合，環境管

理責任者に報告する。（様式第８号） 



 

第６章 研修 

 

 ＫＥＭＳに関する職員の知識及び技能の向上を図るため，職員に対し，必要な研修を実施する。 

 

１ 研修の種類，対象者等 

(1) 研修は，職員の主体性を尊重しながら，全職員（臨時職員含む）に対して実施する。 

(2) 研修の種類，対象者，内容及び実施責任者は，下表のとおりとする。 

 

 

(3) 研修の実施は年１回以上で，次に掲げる事項について職員の理解と自覚を持たせる内容

とする。 

ア 環境方針及びシステムが要求する事項を守ることの重要性 

イ 職員の業務遂行による環境に与える影響及び環境を保全，改善することの利点 

ウ システムを運用する上での職員の役割及び責任 

エ システムの運用手順から逸脱した場合に起こることが予想される事態 

(4) 事故等が起きた場合に環境に大きな影響を与える業務を特定業務と定め，具体的には，

廃油，廃酸，廃アルカリ，感染性産業廃棄物，ＰＣＢ，石綿等の管理，処理並びにこれに

準じた作業を指す。 

特定業務に従事する職員に行う研修の内容は，次のとおりとする。 

ア 手順どおりに作業する訓練 

イ 当該業務における技能の習得 

ウ 作業が及ぼす環境影響 

エ 手順から逸脱したときの対応 

オ 緊急事態のときの対応 

 

２ 研修計画の策定 

   環境管理責任者は，毎年度当初に上記(2)に定める研修について，日程，実施内容等を決

定し，「研修年間計画書」（様式第９号）を策定する。 

 

 

 

研修名 対象者 内容 実施責任者 

職場研修 全職員(臨時職員含む) 

受託事業者従業員 

・システムの概要 

・職場での取り組み 

環境管理推進リーダー 

特定業務従事者

研修 

特定業務従事者 ・特定業務に従事する上で必要な

専門知識及び技術 

特定業務を所管する環

境管理推進リーダー 



 

 ３ 研修の実施記録 

   各研修の実施責任者は，研修を実施したときは，その内容を研修記録簿（様式第１０号）

に記録し，保管する。 

 

 ４ 委託先の研修 

   環境管理推進リーダーは，庁舎管理業務受託事業者や指定管理者など，市の委託を受けて

市保有施設内で業務を実施している委託業者の従業員に対し，担当部署での職場研修の受講

を要請する。 

 



 

 

第７章 環境情報の収集，伝達及び公開 

 

 ＫＥＭＳに関する職員及び市民等からの情報の収集，伝達及び公開に関して，次の事項を定め

る。 

 

１ 職員とのコミュニケーション 

(1) 環境管理総括者又は環境管理責任者からのシステムに関する指示及び情報は，環境管理

部門長又は環境管理推進リーダーへ文書及び庁内ＬＩＮＫ掲示板により伝達する。 

なお，各担当部署職員への周知を図る文書にあっては，所属内で回覧をすること。 

(2) システム等の運用状況等に関する情報は，必要に応じて環境管理責任者が，環境管理部

門に報告を求める。 

 

２ 市民等とのコミュニケーション 

(1) 市民等からの苦情及び要望等については，市長への手紙等の既存のシステムを準用する。 

(2) 既存システムの苦情処理票等は，容易に検索できる方法で保管する。 

 

３ 環境情報の公開 

(1) 市が実施する事務事業に伴う環境負荷低減等の取組について説明責任を果たすとともに，

市民・事業者の環境配慮活動を促し，地域の持続可能性を高めるため，ＫＥＭＳの運用状

況等について通年の実施状況をまとめて公表する。 

(2) 市民その他の利害関係者への環境情報の公開は，柏市情報公開条例（平成１２年条例４

号）の規定に基づき行う。 

 



 

第８章 監査 

 

１ 内部環境監査 

ＫＥＭＳが適切に運用され，かつ効果的に機能しているかを確認するため，内部環境監査

委員会による監査を実施する。 

(1) 内部環境監査の目的 

 ア ＫＥＭＳが適用になる市が保有する全ての施設，市職員が実施する事務事業を対象に，

毎年度ごとに１回，内部環境監査を実施する。 

 イ 内部環境監査は，ＫＥＭＳ環境方針の趣旨に沿って適切に運用され，システムに定め

られている事項が適切に実施され維持されているかを評価し，改善の可能性がある部分

を特定することにより，本市の事務事業に伴う環境負荷低減等の取り組みの質を継続的

に改善することを目的に行う。 

(2) 内部環境監査の組織 

ア 内部環境監査を実施するため，環境管理事務局（環境政策課）に内部環境監査委員会

を置く。 

イ 内部環境監査委員会に主席内部環境監査員及び内部環境監査員を置く。 

   主席内部環境監査員は，環境政策課長をもって充てる。 

   内部環境監査員は，環境政策課の職員をもって充てる。 

(3) 内部環境監査の対象組織 

  内部環境監査は，市が保有する全ての施設を対象に実施する。 

(4) 内部環境監査の回数及び対象期間 

 ア 内部環境監査は年 1 回実施する。但し，環境管理総括者が必要と認めたときはこの限

りではない。 

 イ 内部環境監査の対象期間は，原則として前回の内部環境監査実施日の属する月から当

該内部環境監査実施日の属する月の前月までとする。 

(5) 内部環境監査員の権限 

 ア 内部環境監査員は，必要に応じて監査対象の環境管理部門長に対し助言及び勧告を行

うことができる。 

 イ 内部環境監査員は，監査対象部局の職員に対し，関係資料の提出や事実説明などを監

査に必要な要求を行うことができる。 

(6) 内部環境監査員の遵守事項 

 ア 内部環境監査員は，次の事項を遵守しなければならない。 

  (ｱ) 全て客観的事実に基づいて内部環境監査を行うこと。 

  (ｲ) 判断及び意見の表明にあたっては，常に公平かつ不偏の態度を保持すること。 

  (ｳ) 内部環境監査の独立性を保持するため，内部環境監査員自らが所属する環境管理部

門の監査を行ってはならない。 

  (ｴ) 監査業務を通じて知り得たことを他に漏らさないこと。 

 



 

(7) 内部環境監査基準 

  内部環境監査は，次の事項を確認し，判定する。 

ア システムが確立され，システムの要求事項に適合していること。 

イ システムが適切に維持され，機能していること。 

ウ 法的要求事項が遵守されていること。 

エ 環境方針に沿った環境負荷低減等の取組が実施計画どおり実施されていること。 

オ 前回の内部環境監査で指摘された事項が改善されていること。 

(8) 監査結果の評価及び評価基準 

 ア 内部環境監査の評価は，監査員の合議により決定する。 

 イ 内部環境監査の評価区分は，監査の項目ごとに，要改善，注意及び良好とし，その基

準は次のとおりとする。 

  (ｱ) 要改善： システムの運用管理及び環境負荷低減等の取組に支障がでている場合，

または，その可能性があり，何らかの改善の必要が認められる場合 

  (ｲ) 注 意： 現時点では問題は生じていないが，このままいくと，システムの運用管

理及び環境負荷低減等の取組に支障がでる可能性がある場合 

  (ｳ) 良 好： システムの運用管理及び環境負荷低減等の取組が適切になされ，システ

ムが機能している場合 

(9) 内部環境監査計画の策定 

主席内部環境監査員は，次に掲げる事項を記載した「内部環境監査計画書」（様式第１

１号）の策定を内部環境監査員に指示する。 

ア 監査対象部局名 

イ 監査の種別 

ウ 監査日 

エ 監査会場 

オ 監査員の所属・職及び氏名 

カ 重点監査項目 

(10) 内部環境監査の準備 

監査員は，監査実施前に次の事項について協議し，事前準備を行う。 

ア 日程及び対象部局 

イ 役割分担 

ウ 監査手順 

エ 前回の指摘事項等 

(11) チェックリストの作成 

 ア 監査員は，内部環境監査用チェックリストを作成する。 

 イ チェックリストの内容は，次の事項のとおりとする。 

  (ｱ) 監査項目 

  (ｲ) 確認内容 

  (ｳ) 判定区分 

 



 

  (ｴ) その他必要と認められる事項 

 ウ 監査員は必要に応じて監査項目を追加することができる。 

(12) 監査実施通知 

主席内部環境監査員は，監査対象の部長等に対し，内部環境監査計画書を添付して，内

部環境監査の実施を通知する。 

(13) 監査の手順 

 ア 監査開始会議（オープニングミーティング） 

   内部環境監査の実施に先立ち，会議を開催し，次の事項について監査対象部署に説明

等を行う。 

  (ｱ) 内部環境監査員の紹介 

  (ｲ) 監査方法（書類審査，ヒアリング等）の説明 

  (ｳ) 監査対象部署の職員に対する監査への協力要請 

 イ 監査の実施 

   監査は，チェックリストに基づき，監査項目について書類審査，ヒアリング及び現場

確認を行う。 

ウ 内部環境監査委員会会議 

  監査報告会議（クロージングミーティング）の前に，次により内部環境監査委員会会

議を行う。 

 (ｱ) 監査員の見解を整合する。 

 (ｲ) 整合後，「内部環境監査報告書」（様式第１２号）を作成する。 

エ 内部環境監査報告書の作成 

  監査終了後，チェックリスト，内部環境監査記録票及びその他の監査資料に基づき，

次の事項を記載した報告書を作成する。 

 (ｱ) 監査対象部局名 

 (ｲ) 監査の種別 

 (ｳ) 監査対象期間 

 (ｴ) 監査実施日 

 (ｵ) 内部環境監査員の所属・職・氏名 

 (ｶ) 監査の結果 

 (ｷ) 結果内容 

オ 監査報告会議（クロージングミーティング） 

  内部環境監査報告書の作成後，主席内部環境監査員へ監査対象部署の監査結果の報告

を行う。 

カ 監査結果の報告 

報告を受けた主席内部環境監査員は，内部環境監査報告書を監査対象部局の長及び環

境管理責任者に送付する。 

 

 

 



 

(14) 「内部環境監査是正措置報告書」（様式第１３号）の作成 

ア 監査対象部局の長は，内部環境監査報告書に記載された要改善事項等について，是正

措置報告書を作成し，主席内部環境監査員に提出する。 

イ 監査対象部局の長は，要改善事項等ごとに次の手順により是正措置報告書を作成する。 

 (ｱ) 原因を特定する。 

 (ｲ) 是正措置を講じる。 

ウ 主席内部環境監査員は，提出された是正措置報告書が不十分である場合，または，改

善の取組が確認できない場合は，再度是正措置報告書の提出を求める。 

(15) 是正内容の検証 

是正結果については，主席内部環境監査員が是正を確認する必要があると認める場合に

は，是正措置やその効果を証する資料を提出させ，効果の検証を行う。 

(16) 再監査の実施 

ア 主席内部環境監査員は，前項の検証によっても是正措置の効果が確認できないと判断

した場合は，環境管理責任者及び監査対象部局の長と協議の上，当該事項に関する再監

査を行う。 

イ 再監査の手続きは，通常の監査の手続きを準用する。 

 

２ 外部環境監査 

ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）の有効性について外部の専門家の評価を受けるため，

柏市外部環境監査委員会要領に基づき，外部環境監査を実施する。 

(1) 外部環境監査計画の策定 

環境管理事務局は，次に掲げる事項を記載した「外部環境監査計画書」（様式第１４

号）を策定する。 

ア 監査対象部局名 

イ 監査の種別 

ウ 監査日 

エ 監査会場 

オ 監査員の所属・職及び氏名 

カ 重点監査項目 

(2) 外部環境監査の実施 

ＫＥＭＳが適用になる市が保有する全て施設，市職員が実施する事務事業及び環境管理

事務局（環境政策課）を対象に，毎年度ごとに１回，外部環境監査を実施する。 

(3) 外部環境監査委員会 

ア 外部環境監査を実施するため，外部環境監査委員会を置く。 

イ 委員会に主席外部環境監査員及び外部環境監査員を置く。 

ウ 外部環境監査員は，環境審議会委員，環境関連団体に属する市民，環境活動を先進的

に取り組む企業の環境部門担当者，学識経験者，各種環境認証審査人などから数名を毎

年度市長が選任する。 

エ 主席外部環境監査員は，外部環境監査員の互選により決定する。 



 

(4) 外部環境監査の内容 

ア 外部環境監査は，次の事項により行う。 

(ｱ) システムに規定された事項が，適切に実施され,かつ有効に機能しているか。 

(ｲ) システム運用の結果として，ＫＥＭＳ環境方針に沿った環境負荷低減等の取組が進

んでいるか。 

(ｳ) 前回の外部環境監査で指摘された事項が改善されているか。 

(ｴ) システムの改善の必要性はあるか。 

イ 外部環境監査は，外部環境監査委員会が主体となって実施する。実施の詳細について

は，同委員会と環境管理事務局の協議により定める。 

(5) 外部環境監査の報告 

ア 外部環境監査員は，「外部環境監査報告書」（様式第１５号）を作成し，環境管理事務

局に提出する。 

イ 主席外部環境監査員は，上記の資料に基づき，外部環境監査報告書の案を作成し，外

部環境監査員の協力を得て外部環境監査報告書をまとめて，環境管理事務局は環境管理

総括者に提出する。 

(6) 外部環境監査への対応 

環境管理責任者は，外部環境監査において指摘事項があった場合，当該対象部署へ「外

部環境監査回答書」（様式第１６号）の作成及び提出を求める。 



 

 

   柏市外部環境監査委員会要領 

 

                        制定 平成２０年１２月２６日 

 施行 平成２０年１２月２６日 

 

１ 目 的 

この要領は，ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）の有効性について外部の専門家

等による外部環境監査を実施するため，外部環境監査委員会（以下「監査委員会」

と言う。）の設置及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

２ 監査員 

 (1) 監査委員会に外部環境監査員を置く。 

(2) 外部環境監査員は，次に掲げる者の中から３名以上で組織する。 

  ①環境審議会委員 

  ②環境関連団体に属する市民 

  ③環境活動を先進的に取り組む企業の環境部門担当者 

  ④その他，学識経験，各種環境認証審査資格を有する者 

 (3) 前項に規定する外部環境監査員は，市長が選任する。 

 (4) 主席外部環境監査員は，外部環境監査員の互選により決定する。  

３ 監査内容 

 (1) 外部環境監査は，次の事項により行う。 

  ア システムに規定された事項が，適切に実施され，かつ，有効に機能しているか。 

イ システム運用の結果として，ＫＥＭＳ環境方針に沿った環境負荷低減等の取組が

進んでいるか。 

ウ 前回の外部環境監査で指摘された事項が改善されているか。 

エ システムの改善の必要性はあるか。 

(2) 外部環境監査は，監査委員会が主体となって実施する。実施の詳細については，

環境委員会と環境管理事務局の協議により定める。 

４ 監査報告 

(1) 外部環境監査員は，監査の結果記録を作成し，主席外部環境監査員及び環境管理

事務局に提出する。 

(2) 主席外部環境監査員は，上記の資料に基づき，外部環境監査報告書の案を作成

し，外部環境監査員の協力を得て外部環境監査報告書をまとめて，市長に提出す

る。 

５ 環境管理事務局 

  監査委員会の環境管理事務局は，環境部環境政策課とする。 

６ 補則 

  この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

  附 則 

  この要領は、平成２０年１２月２６日から施行する。 

 



 

第９章 職場表彰 

 

１ 職場表彰とは 

システム運用に当たり，温室効果ガス削減に資する特筆すべき業績の認められた部署があ

った場合，柏市地球温暖化対策推進本部会議（以下「本部会議」という）にて審査の上，同

本部長（副市長）より表彰するもの。 

 

２ 審査項目 

以下の項目について環境管理事務局（環境政策課）選考後，環境管理責任者（環境部長）

より本部会議へ諮るものとする。但し，事務局事業等は申請対象としない。 

  （1）前年度エコアクションプランに係る温室効果ガス削減状況 

  （2）前年度内部環境監査・外部環境監査に係る判定状況 

  （3）その他，温室効果ガス削減に資する特筆すべき業績 

 

３ 審査方法 

審査は本部会議開催時に同構成員によって行われるものとし，表彰対象は多数決により決

し，賛否同数の場合は本部長判断に委ねるものとする。 

 

 

 

 



 

 

第１０章 システムの見直し 

 

 環境管理総括者は，ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）が継続して妥当性及び有効性を有し，

適切に機能していることを確認し，必要があれば改善を行うため，定期的に見直しを行う。 

 

 １ 見直しの時期 

  (1) 定期見直し 

    ３月（外部環境監査終了後，年１回） 

  (2) 臨時見直し 

    環境管理総括者が必要と認めたとき（随時） 

 

 ２ 見直し資料の提出 

   環境管理責任者はシステムの見直しを行うために必要な資料を環境管理総括者に提出する。 

 

３ 見直し 

環境管理総括者は，前項の資料に基づき，次の事項について変更の必要性を検討する。 

  (1) 環境方針 

  (2) その他システムに関する事項 

 

４ 変更の指示 

 (1) 環境管理総括者は，前項の変更の必要性を検討した結果，環境方針について改訂する必

要があると判断したときは速やかに環境方針を改訂する。 

 (2) 環境方針以外のシステムに関する事項について変更があると判断したときは，環境管理

責任者に変更の指示をする。 

 (3) 環境管理責任者は，上記の指示を受けたときは，直ちに変更の手続きをとる。 

 

５ 見直しの記録 

  環境管理総括者の見直しの結果は，環境管理事務局がＫＥＭＳ見直し書（様式第１７号）

に記録し，保管する。 

 

６ 見直しの結果通知 

  環境管理責任者は，環境管理総括者の見直しの結果を環境管理部門長に通知する。 

 

 

 

 

 



 

 

７ 運用管理のイメージ 

 

審議

外部環境監査委員会

Do：実施
事業の推進

Action：改善
短期：計画推進への反映
長期：計画の見直し

Plan：計画
事業の登録

Check：評価
年次報告書の作成・公表
内部環境監査及び外部環境監査の実施

柏市環境審議会

内部環境監査委員会

柏市環境管理システ
ム
Kashiwa 
Environmental
Management
System

有効性監査 運用監査

意見の募集

市民・事業者等

○ 事務事業の登録・変更　（様式第２号）（様式第３号）
○ 法的要求事項の変更・変更　（様式第６号）（様式第７号）
○ 研修年間計画書の作成（様式第９号）

○柏市地球温暖化対策推進本部　（様式第１号）

○ 目標値達成状況の確認　（様式第２号）
○ 目標値未達事由報告書の作成　（様式第４号）

○ エコアクションプラン実態調査　（様式第５号）
○ 温室効果ガス増加事由報告・是正措置報告書

○ 法的要求事項の確認　（様式第６号）
○ 法令等の違反・事故改善報告書の作成　（様式第８号）

○ 内部環境監査の実施　（様式第１１－１３号）
○ 外部環境監査の実施　（様式第１４－１６号）

○ システムの見直し　（様式第１７号）
○ 職場研修の実施　（様式第１０号）
○ 特定業務従事者研修の実施　（様式第１０号）

 



 

第１１章 年間スケジュール及び各種様式 

 

１ 年間スケジュール 

 ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）の年間日程は下表のとおりとする。 

 

 

作 業 項 目 

上  期 下  期 対 象 

頁 様式 ４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

事

務

局 

担
当 
部
署 

研修年間計画の策定             ○  19 第９号 

庁内説明会の開催              ○  ー 

職場研修・特定従事者研修の実施             ○ ○ 19 第１０号 

事務事業の登録及び目標の設定             ○ ○ 10 第２号 

エコアクションプラン実態調査 

（前年度） 
            ○ ○ 13 第５号 

温室効果ガス増加事由・是正措置報告 

（前年度） 
            ○ ○ 13 第５号 

事務事業の実績報告 

（前年度） 
            ○ ○ 10 第２号 

事務事業の目標値未達事由報告 

（前年度） 
            ○ ○ 11 第４号 

前年度実績の公表             ○  10 ー 

法的要求事項の確認             ○ ○ 18 第６号 

法的要求事項の変更             ○ ○ 18 第７号 

内部環境監査             ○ ○ 23 

第１１号 

～ 

第１３号 

外部環境監査             ○ ○ 26 

第１４号 

～ 

第１６号 

システムの見直し             ○ ○ 29 第１７号 

地球温暖化対策推進本部会議の開催 必要に応じて本部長が召集する ○  7 第１号 

職場表彰（前年度） 地球温暖化対策推進本部会議日程に準ずる ○  28 ー 

違反・事故報告書の作成 法令等の違反・事故があった場合は速やかに ○ ○ 18 第８号 



 

２ 各種様式 

 

 ＫＥＭＳ（柏市環境管理システム）で使用する様式を次のとおり定める。 

 

 
様式 タイトル 

 第１号  温暖化対策推進本部会議記録 

 第２号  ＫＥＭＳ事務事業一覧表 

 第３号  ＫＥＭＳ事務事業変更表 

 第４号  ＫＥＭＳ事務事業目標値未達事由報告書 

 第５号  柏市エコアクションプラン 実態調査票 

 第６号  法的要求事項登録表 

 第７号  法的要求事項変更表 

 第８号  法令等の違反・事故改善報告書 

 第９号  研修年間計画書 

 第１０号  研修記録簿 

 第１１号  内部環境監査計画書 

 第１２号  内部環境監査報告書 

 第１３号  内部環境監査是正措置報告書 

 第１４号  外部環境監査計画書 

 第１５号  外部環境監査報告書 

 第１６号  外部環境監査回答書 

 第１７号  ＫＥＭＳ見直し書 


